
 

 

 

「協会員の内部管理責任者等に関する規則」等の一部改正について 

 

令 和 ８ 年 １ 月 ８ 日 

日 本 証 券 業 協 会 

Ⅰ．趣旨 

「協会員の内部管理責任者等に関する規則」（以下「内管規則」という。）では、内部管

理責任者等の資格要件を規定しているところ、社債や株式等に係る業務に従事する者につ

いては、原則として会員内部管理責任者資格試験の合格者であることを求めている。 

一方で、特別会員における登録金融機関金融商品仲介行為の内部管理を担当する内部管

理部門の管理職者の資格要件を定めた規定では、社債や株式等に係る業務に従事する者で

あっても、社債や株式等に係る業務についての試験問題を含まない特別会員内部管理責任

者資格試験の合格者を資格要件を満たす者として認めている。 

今般、現下の状況も踏まえ、特別会員における登録金融機関金融商品仲介行為の内部管

理を担当する内部管理部門の管理職者の資格要件等を取扱商品に対応したものとするため、

内管規則等の一部改正を行うこととする。 

 

Ⅱ．骨子 

１． 登録金融機関金融商品仲介行為の内部管理を担当する内部管理部門の管理職者の資格

要件について、会員内部管理責任者資格試験の合格者に限ることとする。 

（内管規則第７条第１項及び「商品関連市場デリバティブ取引等の自主規制規則の適

用に関する規則」別表１） 

２． 登録金融機関金融商品仲介行為に関する内部管理業務に従事する従業員について、努

力義務の内容を定める。 

（内管規則第７条第２項） 

３． 登録金融機関金融商品仲介行為の内部管理を担当する内部管理部門の管理職者の資格

要件について経過措置を定める。 

（内管規則改正付則第２項及び「商品関連市場デリバティブ取引等の自主規制規則の

適用に関する規則」改正付則第２項） 

４． その他所要の整備を行う。 

（「商品関連市場デリバティブ取引等の自主規制規則の適用に関する規則」別表１） 

 

Ⅲ．施行の時期 

  この改正は、令和８年１月８日から施行する。 

 

 

○ 本件に関するお問い合わせ先 

    日本証券業協会 規律審査部（TEL 03-6665-6778） 

以  上 



 

「協会員の内部管理責任者等に関する規則」の一部改正について 

 

令 和 ８ 年 １ 月 ８ 日 

（ 下 線 部 分 変 更 ） 

新 旧 

（内部管理部門の管理職者等の資格取得） （内部管理部門の管理職者等の資格取得） 

第７条 協会員は、細則に定める内部管理部

門に所属する管理職者（所属部署等の業務

を管理監督する権限を有する者をいう。以

下同じ。）について、会員内部管理責任者

資格試験の合格者（特定業務会員又は特別

会員にあっては、会員内部管理責任者資格

試験又は特別会員内部管理責任者資格試験

の合格者。ただし、定款第５条第２号ロ若

しくはニに掲げる業務又は登録金融機関金

融商品仲介行為の内部管理を担当する内部

管理部門の管理職者にあっては、会員内部

管理責任者資格試験の合格者）でなけれ

ば、その職務を行わせてはならない。 

第７条 協会員は、細則に定める内部管理部

門に所属する管理職者（所属部署等の業務

を管理監督する権限を有する者をいう。以

下同じ。）について、会員内部管理責任者

資格試験の合格者（特定業務会員又は特別

会員にあっては、会員内部管理責任者資格

試験又は特別会員内部管理責任者資格試験

の合格者。ただし、定款第５条第２号ロ又

はニに掲げる業務に関する内部管理部門の

管理職者にあっては、会員内部管理責任者

資格試験の合格者）でなければ、その職務

を行わせてはならない。 

 

２ 協会員は、内部管理業務に従事する従業

員（前項に規定する管理職者を除く。以下

本項において同じ。）について、会員内部

管理責任者資格試験の合格者（特定業務会

員又は特別会員にあっては、会員内部管理

責任者資格試験又は特別会員内部管理責任

者資格試験の合格者。ただし、定款第５条

第２号ロ若しくはニに掲げる業務又は登録

金融機関金融商品仲介行為に関する内部管

理業務に従事する従業員にあっては、会員

内部管理責任者資格試験の合格者）となる

よう努めるものとする。 

２ 協会員は、内部管理業務に従事する従業

員（前項に規定する管理職者を除く。以下

本項において同じ。）について、会員内部

管理責任者資格試験の合格者（特定業務会

員又は特別会員にあっては、会員内部管理

責任者資格試験又は特別会員内部管理責任

者資格試験の合格者。ただし、定款第５条

第２号ロ又はニに掲げる業務に関する内部

管理業務に従事する従業員にあっては、会

員内部管理責任者資格試験の合格者）とな

るよう努めるものとする。 

 
  

付   則  
  

１ この改正は、令和８年１月８日から施行

する。 

 

２ 特別会員においては、この改正の施行の

日から起算して１年を経過する日までの間

に限り、第７条第１項括弧書に規定するた

だし書の規定を適用しない。 
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「商品関連市場デリバティブ取引等の自主規制規則の適用に関する規則」の一部改正について 

 

令 和 ８ 年 １ 月 ８ 日 

（ 下 線 部 分 変 更 ） 

（別表１）協会員の内部管理責任者等に関する規則 

規定（新） 規定（旧） 読替規定（新） 読替規定（旧） 

（内部管理統括補助責任者の資

格要件、報告及び責務） 

（内部管理統括補助責任者の資

格要件、報告及び責務） 

（内部管理統括補助責任者の資

格要件、報告及び責務） 

（内部管理統括補助責任者の資

格要件、報告及び責務） 

第６条 （ 現行どおり ） 第６条  内部管理統括責任者

は、第４条各項に掲げる責務

を遂行するため、自己の責任

において、細則に定める内部

管理部門の役員又は部長若し

くは室長等の責任者（所属部

署等における担当業務の遂行

に責任を有する者をいう。以

下同じ。）を内部管理統括補助

責任者として定め、自己の職

務を分担させることができ

る。 

第６条 （ 現行どおり ） 第６条 （ 同   左 ） 

２・３ （ 現行どおり ） ２・３ （ 省   略 ） ２・３ （ 現行どおり ） ２・３ （ 同   左 ） 

４ 特定業務会員の内部管理統

括責任者は、会員内部管理責

任者資格試験又は試験規則に

よる特別会員内部管理責任者

資格試験（以下「特別会員内

部管理責任者資格試験」とい

う。）（定款第５条第２号ロ又

はニに掲げる業務の内部管理

を担当する内部管理統括補助

４ 特定業務会員の内部管理統

括責任者は、会員内部管理責

任者資格試験又は試験規則に

よる特別会員内部管理責任者

資格試験（以下「特別会員内

部管理責任者資格試験」とい

う。）の合格者でなければ、内

部管理統括補助責任者の職務

を行わせてはならない。 

４ 特定業務会員の内部管理統

括責任者は、会員内部管理責

任者資格試験又は試験規則に

よる特別会員内部管理責任者

資格試験（以下「特別会員内

部管理責任者資格試験」とい

う。）（定款第５条第２号ロ又

はニに掲げる業務の内部管理

を担当する内部管理統括補助

４ 特定業務会員の内部管理統

括責任者は、会員内部管理責

任者資格試験又は試験規則に

よる特別会員内部管理責任者

資格試験（以下「特別会員内

部管理責任者資格試験」とい

う。）の合格者でなければ、内

部管理統括補助責任者の職務

を行わせてはならない。ただ
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規定（新） 規定（旧） 読替規定（新） 読替規定（旧） 

責任者にあっては、会員内部

管理責任者資格試験）の合格

者でなければ、内部管理統括

補助責任者の職務を行わせて

はならない。 

責任者にあっては、会員内部

管理責任者資格試験）の合格

者でなければ、内部管理統括

補助責任者の職務を行わせて

はならない。ただし、本協会

が別に定める日までに、商先

協が実施する内部管理責任者

等資格研修を修了し、かつ、

「商品関連市場デリバティブ

取引等の自主規制規則の適用

に関する規則」第５条第１項

により読み替えられた外務員

規則第４条第７号ロに規定す

る認定研修を修了した者に商

品関連市場デリバティブ取引

取次ぎ等（定款第３条第 10 号

に掲げる商品関連市場デリバ

ティブ取引取次ぎ等をいう。

以下同じ。）に係る内部管理統

括補助責任者の職務を行わせ

る場合はこの限りではない。 

し、本協会が別に定める日ま

でに、商先協が実施する内部

管理責任者等資格研修を修了

し、かつ、「商品関連市場デリ

バティブ取引等の自主規制規

則の適用に関する規則」第５

条第１項により読み替えられ

た外務員規則第４条第７号ロ

に規定する認定研修を修了し

た者に商品関連市場デリバテ

ィブ取引取次ぎ等（定款第３

条第 10 号に掲げる商品関連市

場デリバティブ取引取次ぎ等

をいう。以下同じ。）に係る内

部管理統括補助責任者の職務

を行わせる場合はこの限りで

はない。 

５～９ （ 現行どおり ） ５～９ （ 省   略 ） ５～９ （ 現行どおり ） ５～９ （ 同   左 ） 

    

（内部管理部門の管理職者等の

資格取得） 

（内部管理部門の管理職者等の

資格取得） 

（内部管理部門の管理職者等の

資格取得） 

（内部管理部門の管理職者等の

資格取得） 

第７条 協会員は、細則に定め

る内部管理部門に所属する管

理職者（所属部署等の業務を

管理監督する権限を有する者

をいう。以下同じ。）につい

て、会員内部管理責任者資格

第７条 協会員は、細則に定め

る内部管理部門に所属する管

理職者（所属部署等の業務を

管理監督する権限を有する者

をいう。以下同じ。）につい

て、会員内部管理責任者資格

第７条 協会員は、細則に定め

る内部管理部門に所属する管

理職者（所属部署等の業務を

管理監督する権限を有する者

をいう。以下同じ。）につい

て、会員内部管理責任者資格

第７条 協会員は、細則に定め

る内部管理部門に所属する管

理職者（所属部署等の業務を

管理監督する権限を有する者

をいう。以下同じ。）につい

て、会員内部管理責任者資格
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規定（新） 規定（旧） 読替規定（新） 読替規定（旧） 

試験の合格者（特定業務会員

又は特別会員にあっては、会

員内部管理責任者資格試験又

は特別会員内部管理責任者資

格試験の合格者。ただし、定

款第５条第２号ロ若しくはニ

に掲げる業務又は登録金融機

関金融商品仲介行為の内部管

理を担当する内部管理部門の

管理職者にあっては、会員内

部管理責任者資格試験の合格

者）でなければ、その職務を

行わせてはならない。 

試験の合格者（特定業務会員

又は特別会員にあっては、会

員内部管理責任者資格試験又

は特別会員内部管理責任者資

格試験の合格者）でなけれ

ば、その職務を行わせてはな

らない。 

 

試験の合格者（特定業務会員

又は特別会員にあっては、会

員内部管理責任者資格試験又

は特別会員内部管理責任者資

格試験の合格者。ただし、定

款第５条第２号ロ若しくはニ

に掲げる業務又は登録金融機

関金融商品仲介行為の内部管

理を担当する内部管理部門の

管理職者にあっては、会員内

部管理責任者資格試験の合格

者）でなければ、その職務を

行わせてはならない。ただ

し、本協会が別に定める日ま

でに、商先協が実施する内部

管理責任者等資格研修を修了

し、かつ、「商品関連市場デリ

バティブ取引等の自主規制規

則の適用に関する規則」第５

条第１項により読み替えられ

た外務員規則第４条第７号ロ

に規定する認定研修を修了し

た者に商品関連市場デリバテ

ィブ取引取次ぎ等に係る内部

管理部門の管理職者の職務を

行わせる場合はこの限りでは

ない。 

試験の合格者（特定業務会員

又は特別会員にあっては、会

員内部管理責任者資格試験又

は特別会員内部管理責任者資

格試験の合格者）でなけれ

ば、その職務を行わせてはな

らない。ただし、本協会が別

に定める日までに、商先協が

実施する内部管理責任者等資

格研修を修了し、かつ、「商品

関連市場デリバティブ取引等

の自主規制規則の適用に関す

る規則」第５条第１項により

読み替えられた外務員規則第

４条第７号ロに規定する認定

研修を修了した者に商品関連

市場デリバティブ取引取次ぎ

等に係る内部管理部門の管理

職者の職務を行わせる場合は

この限りではない。 

２ （ 現行どおり ） ２ （ 省   略 ） ２ （ 現行どおり ） ２ （ 同   左 ） 
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新 旧 

付   則  

  

１ この改正は、令和８年１月８日から施行する。 

 

２ 特別会員においては、この改正の施行の日から起算して１年を

経過する日までの間に限り、別表１「協会員の内部管理責任者等

に関する規則」第７条第１項括弧書に規定するただし書の規定を

適用しない。 

 

  

 


